
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
患者の生体情報を測定する生体情報測定手段と、
前記測定された生体情報の測定値を表示する表示手段と、
前記測定値と前記測定を行なった測定日時情報とを含む測定結果を記憶する記憶手段と、
前記生体情報の測定に関する情報を報知する報知手段とを備え、
前記報知手段は、前記生体情報の測定に関する情報として、前記患者の日常活動と関連さ
せた

、次回の測定タイミング 報知する、生体情報測定器。
【請求項２】
前記報知手段は、前記生体情報の測定に関する情報として、次回以降の測定タイミングを
報知する、請求項 記載の生体情報測定器。
【請求項３】
前記報知手段は、前記生体情報の測定に関する情報として、前記患者の測定スケジュール
全体と、前記測定スケジュール全体の中で現在までの測定終了分の測定タイミングと、残
存している測定の測定タイミングとを報知する、請求項１ に記載の生体情報測定
器。
【請求項４】
前記記憶手段に記憶している現在までの前記測定結果より、今後の測定タイミングの変更
を判断する測定タイミング変更判断手段をさらに備え、
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、時間的要素を含む、複数の測定タイミングの中の、今回の測定タイミングの次の測
定タイミングを として
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前記報知手段は、前記変更された測定タイミングと、前記変更の理由と、前記変更された
次回の測定タイミングとの少なくとも１つを、前記生体情報の測定に関する情報として報
知する、請求項１～ のいずれかに記載の生体情報測定器。
【請求項５】
前記記憶手段に記憶している現在までの前記測定結果より、今後の測定を行なうべき生体
情報の変更を判断する測定情報変更判断手段をさらに備え、
前記報知手段は、前記変更された測定を行なうべき生体情報と、前記変更の理由と、次回
の測定タイミングとの少なくとも１つを、前記生体情報の測定に関する情報として報知す
る、請求項１～ のいずれかに記載の生体情報測定器。
【請求項６】
前記測定情報変更判断手段において判断する今後の測定を行なうべき生体情報の変更は、
尿糖情報と血糖情報との変更である、請求項 に記載の生体情報測定器。
【請求項７】
前記生体情報は、血圧情報と、血糖情報と、体温情報と、尿糖情報と、尿成分情報と、体
脂肪情報と、心電図波形情報との少なくとも１つである、請求項１～ のいずれかに記載
の生体情報測定器。
【請求項８】
電気通信回線を介して、当該生体情報測定器の識別情報と前記患者の識別情報との少なく
とも一方と共に、前記記憶された前記測定結果と、前記測定タイミングの変更と、前記測
定を行なうべき生体情報の変更との少なくとも１つを出力する通信手段をさらに備える、
請求項１～ のいずれかに記載の生体情報測定器。
【請求項９】
請求項 に記載の生体情報測定器と、サーバと、情報処理装置とからなる生体情報測定シ
ステムであって、
前記サーバは、電気通信回線を介して、前記生体情報測定器より当該生体情報測定器の識
別情報と前記患者の識別情報との少なくとも一方と共に出力される、前記記憶された前記
測定結果と、前記測定タイミングの変更と、前記測定を行なうべき生体情報の変更との少
なくとも１つを受信して格納する格納手段を備え、
前記情報処理装置は、前記サーバに格納された情報をアクセスするアクセス手段と、
前記格納された情報に対して情報の入力を行なう入力手段とを備え、
前記入力手段によって、前記情報処理装置より前記サーバの格納手段に格納された情報に
対して、測定タイミングの変更を入力する、生体情報測定システム。
【請求項１０】
前記生体情報測定器の前記通信手段は、前記情報処理装置より入力された前記測定タイミ
ングの変更を含む情報を受信し、
前記報知手段は、前記生体情報の測定に関する情報として、前記受信した前記測定タイミ
ングの変更を含む情報を報知する、請求項 に記載の生体情報測定システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は生体情報測定器および生体情報測定システムに関し、特に、有用な生体情報の
測定結果を得ることのできる生体情報測定器および生体情報測定システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
いわゆる生活習慣病の予防と管理のためには、日常生活における運動や食事の自己管理と
共に、自らの血圧や血糖のような生体の情報を自らが測定し、その結果に基づいて自らの
日常生活をセルフコントロールすることが大切である。このような観点より、昨今ではセ
ルフメディケイションが重要視されている。
【０００３】
このようなセルフメディケイションのためのツールとして、操作が容易で生体情報を自己
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測定できる家庭用の測定器が数多く市販されている。
【０００４】
例えば、生体情報が血圧情報である場合、家庭において自ら容易に血圧測定ができる血圧
計が、従来より多種販売されている。さらに、特開平５－２０７９８１号公報においては
、複数の患者の血圧データを記憶すると共に、次回の測定日時を報知する技術について開
示されている。
【０００５】
また例えば、生体情報が血糖情報である場合、指先等を針で穿刺して微量の血液を採取し
、採取した血液中の糖濃度を酵素電極を用いて測定する自己測定用の血糖計が従来より多
種販売されている。さらに、特開２０００－７９１００号公報においては、測定された血
糖値を測定日時と共に記憶し、測定日時と食事の前後のような項目とを対応させて管理す
る技術について開示されている。
【０００６】
さらに、生体情報として上述の生体情報以外にも、自己測定用の測定器として、体温計、
尿糖計、尿成分チェッカー、体脂肪計、および心電計等が挙げられ、特開平６－１３３９
３７号公報においては、それらの生体情報測定器と、医療機関に備えられるコンピュータ
等とを通信回線で接続し、測定結果や医師からのアドヴァイス等を相互に伝達し、在宅医
療に貢献する技術が開示されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述の従来の生体情報測定器を用いた自己測定を実行する場合、測定すべ
き時刻を忘れてしまう、あるいは所用中で測定時刻に測定できない等の事態が頻発する。
係る事態を回避するため、特開平６－１３３９３７号公報においては、医療機関側から予
め入力された測定時刻になると在宅患者に測定時刻になった旨を報知する技術が開示され
ている。これにより所用中で測定不可能であっても測定時刻を送らせる等を行なうことで
、確実に所定の測定を行なうことができる。
【０００８】
しかしながら、測定する生体情報は、日常生活活動と密接に関係しているものである。例
えば、起床時に血圧測定を指示されている患者が、起床時の測定を忘れた場合に、起床後
３０分経過後に測定を行なっても、その血圧データは有効なデータではない場合がある。
あるいは、食事前に血糖測定を指示されている患者が、食時前に血糖測定を行なわず食事
後に血糖測定を行なっても、その血糖値は臨床的に採用できるものではない場合がある。
また、そういった場合には、測定時刻が通常より遅れても、食事前であった場合、血糖測
定を行なうべきである。
【０００９】
このように、従来の生体情報測定器においては、生体情報の測定時の報知は、生体情報に
影響を与える患者の日常活動とは関係なく単に測定時刻のみの報知であるため、患者は指
示されている測定時刻を過ぎた場合でも測定すべきか否かの判断が難しく、的確な生体情
報の測定ができない場合もあるという問題があった。
【００１０】
また、家庭での生体情報の測定は、１日に複数回の測定を複数日間継続しなければならな
い場合が多く、その測定タイミングが煩雑で、一度測定を実行しないと、その他の測定を
継続できない場合が多々ある。あるいは、例えば、「１日４回の血圧測定を１週間のうち
少なくとも３日（そのうち１日は休日）、２週間継続して行なう」等の定められた測定条
件がある場合は、従来の血圧計では、測定すべき全体スケジュールの中で、現時点でどこ
まで測定が終了したのか、あとどのような測定条件が何回残っているか、等の状況を患者
が把握できない場合が多々ある。
【００１１】
このように、従来の生体情報測定器においては、患者の測定すべき全体スケジュールを一
目で把握することが難しく、測定の管理が困難であるという問題があった。
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【００１２】
また、全体スケジュールの中で、測定終了分と残存する測定回数等の状況を患者が把握す
ることが難しく、測定ミスを誘発するといった問題があった。また、測定継続の意欲の減
退につながるという問題もある。
【００１３】
さらに、生体情報の測定においては、測定結果の動向によって、測定頻度等を変更すべき
場合もある。例えば、測定値が改善傾向で、健康状態に近づいていることを示している場
合、測定回数を減少してもよい場合もある。また反対に、測定値の傾向が劣悪になり、症
状が悪化していることを示している場合は、測定回数を増加したり、他の適切な生体情報
の測定に変更すべき場合もある。
【００１４】
そこで、従来の生体情報測定器においては、特開２０００－６０８０３号公報において開
示されているような、生体情報の変化や平均値等をグラフ化して表示し測定値の傾向を容
易に把握することができる生体情報測定器がある。また、特開平１１－５６７９５号公報
においては、不整脈の発生によって血圧測定時間の間隔を短くする血圧制御システムにつ
いて開示されている。
【００１５】
しかしながら、上述のような従来の生体情報測定器においては、生体情報の測定結果の動
向に連動して測定時期、測定回数、および測定頻度等の測定タイミングを変更することが
難しい。
【００１６】
そのため、必要以上の測定を行ない非効率な生体情報の測定となる場合があるといった問
題があった。また、測定が不足し最適な測定結果を提供できないために、適切な判断が難
しくなる場合があるといった問題があった。
【００１７】
本発明はこれらの問題に鑑みてなされたものであり、臨床的に意義のある測定値が得られ
る生体情報測定器および生体情報測定システムを提供することを第１の目的とする。
【００１８】
また、日々の測定管理を容易にすることができる生体情報測定器および生体情報測定シス
テムを提供することを第２の目的とする。
【００１９】
さらに、より効率的な生体情報の測定と、より的確な測定結果とを提供できる生体情報測
定器および生体情報測定システムを提供することを第３の目的とする。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明のある局面に従うと、生体情報測定器は、患者の生体
情報を測定する生体情報測定手段と、測定された生体情報の測定値を表示する表示手段と
、測定値と測定を行なった測定日時情報とを含む測定結果を記憶する記憶手段と、生体情
報の測定に関する情報を報知する報知手段とを備え、報知手段は、生体情報の測定に関す
る情報として、患者の日常活動と関連させた

、次回の測定タイミング 報
知する。
【００２２】
また上述の報知手段は、生体情報の測定に関する情報として、次回以降の測定タイミング
を報知することが望ましい。
【００２３】
また上述の報知手段は、生体情報の測定に関する情報として、患者の測定スケジュール全
体と、測定スケジュール全体の中で現在までの測定終了分の測定タイミングと、残存して
いる測定の測定タイミングとを報知することが望ましい。
【００２４】
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また生体情報測定器は、記憶手段に記憶している現在までの測定結果より、今後の測定タ
イミングの変更を判断する測定タイミング変更判断手段をさらに備え、報知手段は、変更
された測定タイミングと、変更の理由と、変更された次回の測定タイミングとの少なくと
も１つを、生体情報の測定に関する情報として報知することが望ましい。
【００２５】
また生体情報測定器は、記憶手段に記憶している現在までの測定結果より、今後の測定を
行なうべき生体情報の変更を判断する測定情報変更判断手段をさらに備え、報知手段は、
変更された測定を行なうべき生体情報と、変更の理由と、次回の測定タイミングとの少な
くとも１つを、生体情報の測定に関する情報として報知することが望ましい。
【００２６】
また、測定情報変更判断手段において判断する今後の測定を行なうべき生体情報の変更は
、尿糖情報と血糖情報との変更であることが望ましい。
【００２７】
また上述の生体情報は、血圧情報と、血糖情報と、体温情報と、尿糖情報と、尿成分情報
と、体脂肪情報と、心電図波形情報との少なくとも１つであることが望ましい。
【００２８】
また生体情報測定器は、電気通信回線を介して、当該生体情報測定器の識別情報と患者の
識別情報との少なくとも一方と共に、記憶された測定結果と、測定タイミングの変更と、
測定を行なうべき生体情報の変更との少なくとも１つを出力する通信手段をさらに備える
ことが望ましい。
【００２９】
本発明の他の局面に従うと、生体情報測定システムは、上述の生体情報測定器と、サーバ
と、情報処理装置とからなる生体情報測定システムであって、サーバは、電気通信回線を
介して、生体情報測定器より当該生体情報測定器の識別情報と患者の識別情報との少なく
とも一方と共に出力される、記憶された測定結果と、測定タイミングの変更と、測定を行
なうべき生体情報の変更との少なくとも１つを受信して格納する格納手段を備え、情報処
理装置は、サーバに格納された情報をアクセスするアクセス手段と、格納された情報に対
して情報の入力を行なう入力手段とを備え、入力手段によって、情報処理装置よりサーバ
の格納手段に格納された情報に対して、測定タイミングの変更を入力する。
【００３０】
また生体情報測定器の通信手段は、情報処理装置より入力された測定タイミングの変更を
含む情報を受信し、報知手段は、生体情報の測定に関する情報として、受信した測定タイ
ミングの変更を含む情報を報知することが望ましい。
【００３１】
【発明の実施の形態】
以下に、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の部品および構成要素には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じで
ある。したがってそれらについての詳細な説明は繰返さない。
【００３２】
［第１の実施の形態］
図１は、第１の実施の形態における生体情報測定システムの構成の具体例を示す図である
。第１の実施の形態においては、生体情報測定システムにおいて、患者の生体情報である
血圧情報を測定する場合について説明を行なう。
【００３３】
図１を参照して、第１の実施の形態における生体情報測定システムは、生体情報である血
圧情報を測定する生体情報測定器としての血圧計１と、通信機２およびネットワーク３を
介して、血圧計１で得られる血圧情報を受信し蓄積するサーバ４と、サーバ４に蓄積され
る血圧情報の閲覧等を行なうためのコンピュータ（以下、ＰＣという）５とを含む。
【００３４】
通信機２は、ネットワーク３を介してデータの送受信を行なう手段を備える機器であって
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、パーソナルコンピュータや携帯電話等である。血圧計１と通信機２とは、専用の通信ケ
ーブル等で接続される。
【００３５】
通信機２とサーバ４とを接続するネットワーク３は、インターネットであってもよいし、
専用回線および無線等のその他の通信方法を用いたネットワークであってもよい。
【００３６】
サーバ４とＰＣ５とは、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等の専用回線
で接続されてもよいし、電話回線や無線通信等のその他の接続であっても構わない。
【００３７】
図２は、血圧計１の外観の具体例を示す図である。
図２を参照して、血圧計１の本体には、いわゆるカフと呼ばれる腕帯部１１が接続線によ
って接続される。この腕帯部１１を患者の上腕や手首に装着し、血圧を測定する。腕帯部
１１における血圧の測定方法は、従来の血圧計における測定方法と同様であるので、ここ
での説明を省略する。
【００３８】
また、図２を参照して、血圧計１本体の表面には、表示画面１２と各種操作入力ボタンと
が具備される。
【００３９】
表示画面１２は、液晶パネル等から構成され、腕帯部１１による血圧の測定結果として最
高血圧と最低血圧と脈拍数と現在時刻とを表示する測定結果表示画面１２１と、患者に各
種情報を報知する報知表示画面１２２とから構成される。なお、報知表示画面１２２に表
示される情報については、後に具体例を挙げて詳細な説明を行なう。
【００４０】
操作入力ボタンとして血圧計１の表面には、血圧計１の電源のＯＮ／ＯＦＦ操作を行なう
電源ボタン１３と、腕帯部１１による血圧の測定結果等を送信する操作を行なう送信ボタ
ン１４と、腕帯部１１による血圧の測定を操作する加圧ボタン１５と、血圧測定のタイミ
ングを選定するためのスクロール用の選定ボタン１６１と設定するための設定ボタン１６
２とからなる測定タイミング設定ボタン１６とが具備される。
【００４１】
さらに図２を参照して、血圧計１は、通信用接続端子１７を介して、通信機２に接続され
る。血圧計１の腕帯部１１による血圧の測定結果は、通信用接続端子１７、通信機２およ
びネットワーク３を介して送信される。
【００４２】
さらに図３は、血圧計１の構成を示す機能ブロック図である。
図３を参照して、血圧計１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ）等から構成され血圧計１全体の制御を行なう制御部１０１と、腕帯部１１に内蔵され
るセンサ（図示せず）から得られる情報より最高血圧、最低血圧および脈拍数等を算出す
る算出部等から構成される駆動部／算出部１０２と、表示画面１２から構成される表示部
１０３と、血圧値や各種情報を音声で通知するためのマイク（図示せず）等から構成され
る音声出力部１０４と、測定タイミング設定ボタン１６等から構成される操作入力部１０
５と、得られる血圧値データ等を記憶する記憶部１０６と、測定結果より測定タイミング
の変更を判断する判断部１０７と、タイマ１０８と、通信機２と接続する通信用Ｉ／Ｆ部
１０９と、血圧計１全体に電力の供給を行なう電源部１１０とを含む。
【００４３】
なお、測定タイミングとは、血圧情報等の生体情報の測定時期、測定頻度、測定回数、お
よび測定間隔を含む、生体情報測定の時間的な要素を示す語として用いるものとする。以
降の文中においても同様である。
【００４４】
次に図４は、図１に示されるサーバ４の構成を示す機能ブロック図である。サーバ４は、
病院等の医療機関に備えられるサーバである。
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【００４５】
図４を参照して、サーバ４は、ＣＰＵ等から構成されサーバ４全体の制御を行なう制御部
４０１と、ネットワーク３に接続して通信機２と情報のやり取りを行なうための通信用Ｉ
／Ｆ部４０２と、ネットワーク３を介して血圧計１より送信される患者の血圧情報等を記
憶する記憶部４０３とを含む。
【００４６】
なお、図４に示されるサーバ４の構成は、一般的なパーソナルコンピュータ等によって構
成されるサーバの構成であり、図４に示される構成に限定されるものではない。
【００４７】
さらに図５は、図１に示されるＰＣ５の構成を示す機能ブロック図である。ＰＣ５は、病
院等の医療機関に備えられるパーソナルコンピュータであり、医師等が用いるものである
。
【００４８】
図５を参照して、ＰＣ５は、ＣＰＵ等から構成されＰＣ５全体の制御を行なう制御部５０
１と、サーバ４に接続して情報のやり取りを行なうための通信用Ｉ／Ｆ部５０２と、キー
ボードやマウス等から構成され、各種情報の入力を行なう入力部５０３と、制御部５０１
で実行される各種プログラムを記憶し、さらに制御部５０１でプログラムを実行する際に
作業領域ともなる記憶部５０４と、ディスプレイ等から構成され、各種情報を表示する表
示部５０５とを含む。
【００４９】
なお、図５に示されるＰＣ５の構成は、一般的なパーソナルコンピュータ等の構成であり
、図５に示される構成に限定されるものではない。
【００５０】
次に、上述の第１の実施の形態の生 情報測定システムにおける処理の流れについて説明
を行なう。
【００５１】
図６は、上述の図１～図５に示される生体情報測定システムにおける処理の流れを示す概
要図である。血圧計１、サーバ４およびＰＣ５における各々の処理は、血圧計１の制御部
１０１、サーバ４の制御部４０１、およびＰＣ５の制御部５０１が、血圧計１の記憶部１
０６、サーバ４の記憶部４０３、およびＰＣ５の記憶部５０４に記憶されるプログラムを
実行することによって実現される。
【００５２】
図６を参照して、血圧計１の電源ボタン１３を押下し、電源部１１０より電力の供給され
ることで、血圧計１における以下のプログラムが開始する。
【００５３】
まず電源がＯＮされると、表示部１０３は、測定結果表示画面１２１に前回の測定結果を
表示する（Ｓ１１）。
【００５４】
続いて、測定タイミングの変更処理を実行し、必要に応じて測定タイミングを変更する（
Ｓ１２）。ステップＳ１２において実行される測定タイミングの変更処理については、後
にサブルーチンを挙げ、詳細な説明を行なう。
【００５５】
次に、加圧ボタン１５を押下されると、患者の測定個所に装着された腕帯部１１は、当該
患者の血圧を測定し、取得されたデータに基づいて、駆動部／演算部１０２において、血
圧情報が算出される（Ｓ１３）。
【００５６】
ステップＳ１３で血圧が測定されると、表示部１０３は、測定結果表示画面１２１に、得
られた血圧情報を表示する（Ｓ１４）。
【００５７】
同時に、表示部１０３は、報知表示画面１２２に、全体測定スケジュールと次回測定タイ

10

20

30

40

50

(7) JP 3610949 B2 2005.1.19

体



ミングとを示す画面と、測定結果の動向を示す画面とを、交互に表示する（Ｓ１５）。な
お、次回測定タイミングは、音声出力部１０４が、音声によって出力してもよい。また、
全体測定スケジュールと次回測定タイミングとを示す画面と、測定結果の動向を示す画面
とは、報知表示画面１２２に同時に表示されても構わない。
【００５８】
次に、送信ボタン１４を点灯させ、患者に取得した血圧情報の送信を促す。送信ボタン１
４が押下されることで、ステップＳ１３で取得された血圧測定結果や測定日時等の情報を
、当該患者の識別情報と共に、通信用Ｉ／Ｆ部１０９より、通信機２およびネットワーク
３を介してサーバ４に送信する（Ｓ１６）。患者の識別情報は、予めサーバ４に登録され
ている当該患者を識別できる番号等の情報であって、ステップＳ１６の送信処理、あるい
はステップＳ１３の血圧測定処理等を実行する際に、操作入力部１０５より入力される情
報である。また、患者の識別情報に替えて、当該血圧計１の識別番号等の識別情報であっ
てもよい。これらの識別情報の登録は、従来より行われている一般的な識別情報の登録方
法を用いて実現可能であるため、ここでの説明は省略する。さらに、ステップＳ１６では
、上述の情報に加えて、後に説明を行なう測定タイミングの変更の情報も送信する。また
、患者からの質問等の情報が送信されてもよい。
【００５９】
上述の処理が完了した後、電源ボタン１３を押下することで血圧計１への電力供給が終了
し、一連の血圧測定処理が終了する。
【００６０】
次に、サーバ４では、ステップＳ１６で送信された血圧情報等のデータを、ネットワーク
３を介して通信用Ｉ／Ｆ部４０２で受信する（Ｓ２１）。
【００６１】
サーバ４では、ステップＳ２１で受信したデータに基づき、当該患者毎に血圧情報、患者
の識別情報あるいは血圧計１の識別情報、および測定タイミングの変更情報等を記録した
データファイルを作成あるいは更新し、格納する（Ｓ２２）。
【００６２】
ステップＳ２２でサーバ４に格納されたデータファイルに対して、ＰＣ５を用いて、医師
等はアクセス可能である。医師等は、ＰＣ５から、当該医師等の識別情報を用いてサーバ
４にアクセスし、患者の識別情報あるいは血圧計１の識別情報を用いて、サーバ４に蓄積
された当該患者のデータファイルの閲覧を行なうことができる（Ｓ３１）。アクセスに際
して行なわれる医師等のユーザ登録やパスワード登録等の識別情報の登録は、従来より行
われている一般的な識別情報の登録方法を用いて実現可能であるため、ここでの説明は省
略する。
【００６３】
さらに測定タイミングの変更や、アドヴァイス等の入力を行なうことも可能である（Ｓ３
２）。これらの医師等によりＰＣ５から入力された情報は、サーバ４の当該患者のデータ
ファイルに更新され、サーバ４に格納される。なお、ステップＳ３２に示されるＰＣ５に
よる測定タイミングの変更処理については、後にサブルーチンを挙げ、詳細な説明を行な
う。
【００６４】
サーバ４においては、このようにデータファイルに更新して格納されたＰＣ５から入力さ
れた測定タイミングの変更や情報等のデータを、通信用Ｉ／Ｆ部４０２よりネットワーク
３を介して血圧計１に送信する（Ｓ２３）。
【００６５】
ステップＳ２３でサーバ４から送信されるデータは、血圧計１のステップＳ１２の処理に
おいて、自動的に受信する。これによって、ＰＣ５より受信した医師等からのコメント等
を閲覧することができる。また、医師等による測定タイミングの変更処理を行なうことも
できる。
【００６６】
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以上が生体情報測定システムにおける処理の流れである。
さらに、以下に、図６のステップＳ１２に示される、血圧計１における測定タイミング変
更処理について、サブルーチンを挙げて説明を行なう。
【００６７】
図７は、血圧計１における測定タイミング変更処理を示すフローチャートである。図７の
フローチャートに示される処理は、制御部１０１が記憶部１０６に記憶されるプログラム
を実行することによって実現される。
【００６８】
図７を参照して、電源がＯＮされると、自動的に通信機２およびネットワーク３を介して
、サーバ４より、図６のステップＳ２３で送信される、医師等の医療機関から測定タイミ
ングの変更等の情報を受信する（Ｓ１０１）。ステップＳ１０１において、医師等の医療
機関から測定タイミングの変更の指示を受信した場合（Ｓ１０１で「あり」かつＳ１０３
で「あり」）、表示部１０３は、報知表示画面１２２に、受信した新たな測定タイミング
や、変更の理由等を表示する（Ｓ１０５）。
【００６９】
続いて、判断部１０７は、記憶部１０６に記憶されている今までの測定結果より、測定タ
イミングの変更の有無を判断し、必要に応じて測定タイミングを変更する（Ｓ１０７）。
なお、ステップＳ１０７における測定タイミング変更判断処理については、後にさらにサ
ブルーチンを挙げ、説明を行なう。
【００７０】
このようにして設定される測定タイミングが、実際の（今から行なおうとしている）今回
の測定タイミングと一致している場合は（Ｓ１０９で「Ｙｅｓ」）、測定タイミング設定
ボタン１６の設定ボタン１６２で表示されている測定タイミングを、今回の測定タイミン
グとして設定する（Ｓ１１３）。
【００７１】
実際の今回の測定タイミングと一致していない場合は（Ｓ１０９で「Ｎｏ」）、測定タイ
ミング設定ボタン１６の選定ボタン１６１でスクロールして表示された測定タイミングの
中から今回の測定タイミングと一致する測定タイミングを選定し（Ｓ１１１）、設定ボタ
ン１６２で選定した測定タイミングを今回の測定タイミングとして設定する（Ｓ１１３）
。
【００７２】
以上で、測定タイミング変更処理が終了し、図６に示される血圧計１のメインルーチンへ
処理を戻し、設定された測定タイミングでステップＳ１３の血圧の測定処理を実行する。
【００７３】
なお、以下に、報知表示画面１２２に表示される画面の具体例を挙げ、上述の測定タイミ
ング変更処理における測定タイミングの選定および設定処理について具体的な説明を行な
う。
【００７４】
図８は、測定タイミングの表示画面の具体例を示す図である。図８に示される表示画面は
、図６のステップＳ１２に示される測定タイミング変更処理の後に報知表示画面１２２に
表示される画面である。
【００７５】
図８に示される具体例においては、１日４回の測定を行なう場合として、「起床時」、「
出宅時」、「帰宅時」および「就寝時」に測定を行なうものと予め設定している場合が示
される。
【００７６】
図８を参照して、判断部１０７は、記憶部１０６に記憶されている測定結果に基づいて、
今回の測定タイミングである「起床時」を色付け表示する等して、今回の測定タイミング
を表示する。
【００７７】
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今から行なおうとしている測定のタイミングが、図８に色付け表示して示される「起床時
」である場合は、図７のステップＳ１０９において、設定されている測定タイミングと一
致しているものとして、ステップＳ１１３において設定ボタン１６２を押下することで、
測定タイミングを「起床時」に設定する。
【００７８】
例えば、「起床時」に測定を行なっておらず、今から行なおうとしている測定タイミング
が「出宅時」である場合は、図７のステップＳ１０９において、設定されている測定タイ
ミングと一致していないものとして、図８の下図に示す如く、ステップＳ１１１において
選定ボタン１６１でスクロールして色付け表示を「出宅時」に合致させ、ステップＳ１１
３において設定ボタン１６２を押下することで、測定タイミングを「出宅時」に設定する
。
【００７９】
このように、図８に具体例が示される測定タイミングの表示画面を用いて、今から行なお
うとする今回の測定タイミングを選定し設定することができる。
【００８０】
次に、図７のステップＳ１０７において、判断部１０７が、記憶部１０６に記憶されてい
る今までの測定結果より、測定タイミングの変更の要否を判断して実行する、測定タイミ
ング変更判断処理について、以下にサブルーチンを挙げ、説明を行なう。
【００８１】
測定タイミングの変更の要否は、様々なファクタを考慮して判断されるものであり、各々
の測定タイミング毎にそのファクタが異なるため、その変更判断処理も様々である。そこ
で、以下に、１日に４回「起床時」、「出宅時」、「帰宅時」および「就寝時」に測定を
行なう場合であって、２回目の測定タイミングである「出宅時」の測定の有無を判断し変
更する場合について、具体例を挙げて説明を行なう。なお、２回目の測定タイミングであ
る「出宅時」に血圧を測定することは、１回目の測定タイミングである「起床時」に測定
された最高血圧値と比較することで、急性心筋梗塞等脳血管事故の原因とされている早朝
の血圧急上昇（いわゆるモーニングサージ）を早期に発見することを目的とする。
【００８２】
図９は、第１の測定タイミングの変更判断処理の具体例を示すフローチャートである。図
９にフローチャートに示される処理は、制御部１０１が記憶部１０６に記憶されるプログ
ラムを実行することによって実現される。
【００８３】
図９を参照して、まず、記憶部１０６に、測定タイミング「起床時」および「出宅時」に
おける５回以上の測定値データが蓄積されると（Ｓ２０１で「あり」）、「起床時」の最
高血圧値の平均値（Ａ）と、「出宅時」の最高血圧値の平均値（Ｂ）とを算出する（Ｓ２
０３，２０５）。そして、算出された「出宅時」の最高血圧値の平均値（Ｂ）を、算出さ
れた「起床時」の最高血圧値の平均値（Ａ）で除する（Ｓ２０７）。
【００８４】
一般的に、このＢ／Ａ値が１１０％以上である場合、モーニングサージの疑いがあるもの
とされる。そこで、ステップＳ２０７で算出されたＢ／Ａ値が１１０％以上である場合（
Ｓ２０９で「１１０％以上」）は、判断部１０７は、測定タイミングの変更を行なわず、
引続き「出宅時」の血圧測定を継続する（Ｓ２１５）。
【００８５】
一方、ステップＳ２０７で算出されたＢ／Ａ値が１１０％未満である場合（Ｓ２０９で「
１１０％未満」）はモーニングサージの疑いは低いものとされ、判断部１０７は、以降の
「出宅時」の血圧測定は不要と判断し、測定タイミングを変更する（Ｓ２１１）。すなわ
ち、次回の測定からは、報知表示画面１２２に「出宅時」は表示されない。さらに、報知
表示画面１２２に、測定タイミングの変更の理由を表示する（Ｓ２１３）。
【００８６】
以上で、第１の測定タイミング変更判断処理のプログラムは終了し、図７に示されるサブ
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ルーチンへ処理を戻す。
【００８７】
なお、図１０は、測定タイミングの変更の理由を示す表示画面の具体例である。図９のス
テップＳ２１３においては、図１０に示されるような表示画面が報知表示画面１２２に表
示される。また、音声出力部１０４において音声で通知されてもよい。図１０に示される
表示画面もまた、予め記憶部１０６に記憶されており、図９のステップＳ２０９において
Ｂ／Ａ値が１１０％未満である場合、ステップＳ２１３において測定タイミングの変更の
判断と共に自動的に表示される。
【００８８】
なお、上述の例においては、２回目の測定タイミングである「出宅時」の測定の有無を変
更する場合について説明を行なったが、さらに、他の測定タイミングの変更について具体
的に説明を行なう。
【００８９】
図１１は、第２の測定タイミングの変更判断処理の具体例を示すフローチャートである。
図１１にフローチャートに示される処理は、制御部１０１が記憶部１０６に記憶されるプ
ログラムを実行することによって実現される。
【００９０】
図１１を参照して、まず、記憶部１０６に、各測定タイミングにおける５回以上の測定値
データが蓄積された段階で（Ｓ３０１で「あり」）、全ての測定タイミングにおける最高
血圧値が１２０ｍｍＨｇ未満であり、かつ、全ての測定タイミングにおける最低血圧値が
８０ｍｍＨｇ未満である場合（Ｓ３０３で「Ｙｅｓ」かつＳ３０５で「Ｙｅｓ」）、判断
部１０７は、測定された血圧値に問題はないと判断し、測定タイミングを変更する（Ｓ３
０７）。すなわち、次回の測定からは、１日に４回の血圧測定は不要であると判断して測
定タイミングを変更する。さらに、報知表示画面１２２に、測定タイミングの変更の理由
を表示する（Ｓ３０９）。
【００９１】
全ての測定タイミングにおける最高血圧値または最低血圧値が、上述の条件を満たさない
ときには（Ｓ３０３で「Ｎｏ」またはＳ３０５で「Ｎｏ」）、判断部１０７は、引続き１
日に４回の血圧測定は必要であると判断して測定タイミングの変更を行なわない（Ｓ３１
１）。
【００９２】
以上で、第２の測定タイミング変更判断処理のプログラムは終了し、図７に示されるサブ
ルーチンへ処理を戻す。
【００９３】
なお、図１１のステップＳ３０９においては、「現在のところ、特に血圧値に関しては問
題がないようです。１日４回の測定は不要です。１ヶ月に１回程度、適当な時刻に測定を
行なってください。」等の表示を、測定タイミングの変更の理由として報知表示画面１２
２に表示することが望ましい。
【００９４】
上述の処理や、またここには記載されていない様々なファクタに基づいた処理を行なうこ
とで、図７のステップＳ１０３において、判断部１０７は測定タイミングの変更の要否を
判断し、ステップＳ１０７において測定タイミングを変更する。
【００９５】
なお、図７のステップＳ１０７において、上述の測定タイミングの変更が実行されると、
図６のステップＳ１６において、その旨の情報も送信される。
【００９６】
さらに、図７のステップＳ１０３において受信する、医師等からの測定タイミング変更指
示について、図６のステップＳ３２に示される、ＰＣ５による測定タイミングの変更処理
の説明を行なう。
【００９７】
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図１２は、ＰＣ５による測定タイミングの変更処理について示すフローチャートである。
図１２のフローチャートに示される処理は、ＰＣ５の制御部５０１が記憶部５０４に記憶
されるプログラムを実行することによって実現される。
【００９８】
図１２を参照して、医師等は、ＰＣ５より所定の認証処理を行なうことで、サーバ４にア
クセスし、患者のデータファイルを閲覧できる（Ｓ４０１）。ステップＳ４０１における
閲覧処理は、従来より行なわれている一般的な認証処理によって認証されることで実行さ
れる処理であり、ここでの詳細な説明は行なわない。
【００９９】
医師等が、ステップＳ４０１で当該患者の測定結果等を閲覧して測定タイミングの変更が
必要と判断し、入力部５０３よりその旨の入力を行なうことで（Ｓ４０３で「あり」）、
ここには図示しない入力用の画面が表示部５０５に表示される。
【０１００】
入力用の画面にそって、入力部５０３より、まず新たな測定タイミングの入力を行ない（
Ｓ４０５）、さらに変更理由や当該患者に対するアドヴァイス等を入力する（Ｓ４０７）
。
【０１０１】
そして、所定の操作を行なうことによって、ステップＳ４０５およびＳ４０７で入力され
た情報を、通信用Ｉ／Ｆ部５０２よりサーバ４に送信する（Ｓ４０９）。ステップＳ４０
９で送信された情報は、サーバ４の当該患者のデータファイルに更新され格納される。そ
して図７のステップＳ１０１において、通信機２を介して血圧計１で受信される。
【０１０２】
以上で、ＰＣ５における測定タイミングの変更処理が終了する。
上述のＰＣ５における測定タイミングの変更処理が実行された場合、図７のステップＳ１
０５において、報知表示画面１２２に測定タイミングの変更の指示やその理由等が表示さ
れる。図１３は、医師等による測定タイミングの変更およびアドヴァイスを表示する表示
画面の具体例を示す図である。
【０１０３】
上述の処理をＰＣ５が行なうことで、医師は、患者の血圧の測定動向、既往症、生活習慣
、および現在の体調等を勘案し、自在に測定タイミングを変更することができる。また、
適切なアドヴァイスを当該患者に与えることもできる。
【０１０４】
上述の処理によって所定の測定タイミングで血圧を測定した後、図６のステップＳ１４お
よびＳ１５において、血圧計１は表示画面１２に、測定結果と、測定スケジュールと、測
定動向とを表示する。
【０１０５】
次に、図１４は、測定スケジュールの表示画面の第１の具体例を示す図である。図１４に
示される表示画面は、図６のステップＳ１５において報知表示画面１２２に表示される画
面である。
【０１０６】
図１４に示される第１の具体例においては、１日に４回「起床時」、「出宅時」、「帰宅
時」および「就寝時」に測定を行なう場合であって、今回、６日目の第１回目の「起床時
」の測定が終了した場合が示される。
【０１０７】
図１４を参照して、図６のステップＳ１５においては、記憶部１０６に記憶されている測
定結果に基づいて、今回までの測定時刻の記録と、次回測定のタイミングとが表示される
。また、測定時刻が抜けて表示されている測定回は、当該測定タイミングにおいて測定さ
れなかったことを示している。このとき、次回測定のタイミングは、測定時刻ではなく、
日常生活の中での測定タイミングとして、例えば、「起床時」、「出宅時」、「帰宅時」
および「就寝時」あるいは、「運動の前後」、「食事の前後」および「入浴の前後」のよ
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うに示されることが望ましい。また、このような次回測定タイミングは、音声出力部１０
４より音声で通知されてもよい。
【０１０８】
また、図１５は、測定スケジュールの表示画面の第２の具体例を示す図である。
【０１０９】
図１５に示される第２の具体例においては、１日に「起床時」、「出宅時」、「帰宅時」
および「就寝時」の４回の測定を１週間のうち少なくとも３日行ない、その内の１日は必
ず休日であって、２週間測定を行なう場合が示される。
【０１１０】
図１５に示される第２の具体例においても、図１２に示される第１の具体例と同様に、今
回までの測定の実行の有無と、次回測定のタイミングとが表示される。
【０１１１】
このように、図１４または図１５に具体例が示される測定スケジュールの表示画面によっ
て、血圧の測定を行なう患者は、所定のタイミングで測定を行なうことができる。
【０１１２】
さらに、図１６は、血圧測定結果の動向を示す表示画面の具体例を示す図である。図１６
に示される表示画面は、図６のステップＳ１５において報知表示画面１２２に表示される
画面である。
【０１１３】
図１６を参照して、図６のステップＳ１５においては、記憶部１０６に記憶されている測
定結果から、最高血圧および最低血圧の変動の状況がグラフ化して表示される。その他に
、１日毎の測定 の平均値、各測定タイミング毎の平均値等、あらかじめ設定することで
、適宜切換えて表示されてもよい。
【０１１４】
図１６に具体例が示される測定結果の動向を示す表示画面によって、血圧の測定を行なう
患者は、上述の処理を実行して今回までに行なった測定の結果の動向を、視覚的に把握す
ることができる。
【０１１５】
本実施の形態における生体情報測定システムでは、上述の処理が実行され、現在までの生
体情報の測定結果に動向に基づいて、あるいは、医師等の判断によって、生体情報の測定
時期、測定頻度、測定回数、および測定間隔等の測定タイミングを自動的に変更できる。
そのため、必要以上の無駄な測定や、測定不足等がなくなり、より効率的な生体情報の測
定と、より的確な測定結果を得ることができる。そして、医師等に、適切な判断のための
測定値を提供することができる。
【０１１６】
また、本実施の形態における生体情報測定システムにおいて血圧計１は、測定タイミング
の変更と共に変更の理由も表示するため、現在の健康状態を生体情報の測定を通して把握
することができ、測定継続の意欲を維持することができる。
【０１１７】
また、本実施の形態における生体情報測定システムにおいて血圧計１は、当該患者の現時
点の測定結果と、残存する測定スケジュールとを、全体測定スケジュールの中で表示する
。そのため、患者は測定スケジュールを容易に把握することができ、日々の生活の予定と
的確に整合させる等を行ない、測定ミスや測定忘れを防止することができる。すなわち、
日々の測定管理を容易に行なうことができる。また、測定継続が実行し易く、測定達成の
意欲を維持することができる。
【０１１８】
さらに、本実施の形態における生体情報測定システムでは、測定タイミングを、測定する
生体情報に影響を与える患者の日常活動に連動して報知する。すなわち、測定する生体情
報に影響を与える患者の日常活動が「起床」であれば、「起床後」や「起床後１時間」等
の報知を行なう。そのため、臨床的に意義ある測定値を得ることができる。
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【０１１９】
［第２の実施の形態］
図１７は、第２の実施の形態における生体情報測定システムの構成の具体例を示す図であ
る。第２の実施の形態においては、生体情報測定システムにおいて、患者の生体情報であ
る尿糖情報を測定する。
【０１２０】
図１７を参照して、第２の実施の形態における生体情報測定システムは、第１の実施の形
態の生体情報測定システムに含まれる血圧計１に替えて、生体情報である尿糖情報を測定
する生体情報測定器としての尿糖計６と、通信機２に替えて情報端末７とを含む。
【０１２１】
本実施の形態において、尿糖計６は、尿糖の測定機能のみ備え、その他の機能は、および
通信機能は、情報端末７が備える。尿糖計６と情報端末７とは、専用の通信ケーブル等で
接続される。
【０１２２】
図１８は、尿糖計６の外観の具体例を示す図である。
図１８を参照して、本実施の形態における尿糖計６は、従来の尿糖計に含まれる尿糖測定
部６１に加えて、尿糖計６本体の表面に、測定結果等を表示する表示部６２と、測定の開
始を指示する測定開始ボタン６３と、測定結果等の情報の送信を指示する送信ボタン６４
と、測定タイミングの選定を行なう選定ボタン６５１と設定を行なう設定ボタン６５２と
からなる測定タイミング設定ボタン６５とを具備する。また、本体側面には、通信用接続
端子６６が具備される。通信用接続端子６６は、情報端末７に接続し情報の送受信を行な
うためのインタフェースである。
【０１２３】
さらに図１９は、尿糖計６の構成を示す機能ブロック図である。
図１９を参照して、尿糖計６は、ＣＰＵ等から構成され尿糖計６全体の制御を行なう制御
部６０１と、患者の尿に触れさせることによって尿中に含まれる糖分を測定する尿糖測定
部６１と、測定結果等の情報を表示する表示部６２と、尿糖値や各種情報を音声で通知す
るためのマイク（図示せず）等から構成される音声出力部６０２と、測定開始ボタン６３
等のボタン等から構成される操作入力部６０３と、タイマ６０４と、情報端末７と接続す
る通信用Ｉ／Ｆ部６０５と、尿糖計６全体に電力の供給を行なう電源部６０６とを含む。
【０１２４】
次に図２０は、図１７に示される情報端末７の構成を示す機能ブロック図である。
【０１２５】
図２０を参照して、情報端末７は、ＣＰＵ等から構成され情報端末７全体の制御を行なう
制御部７０１と、測定結果等の情報を表示する表示部７０２と、制御部７０１で実行され
る各種プログラムや、尿糖計６による測定結果糖を記憶する記憶部７０３と、測定結果よ
り測定時期、測定頻度、測定回数、および測定間隔等の測定タイミングの変更を判断する
判断部７０４と、キーボードやマウス等から構成され、各種情報の入力を行なう入力部７
０５と、情報のやり取りを行なうための通信用Ｉ／Ｆ部７０６と、情報端末７全体に電力
の供給を行なう電源部７０７とを含む。
【０１２６】
なお、図２０に示される情報端末７の構成は、一般的なパーソナルコンピュータ等によっ
て構成される構成であり、図２０に示される構成に限定されるものではない。
【０１２７】
図１７に示されるサーバ４およびＰＣ５の構成は、図４および図５に示される、第１の実
施の形態におけるサーバ４およびＰＣ５の構成と同様であるため、ここでの説明は繰返さ
ない。
【０１２８】
このような第２の実施の形態における生体情報測定システムにおいても、図６に示される
第１の実施の形態における生態情報測定システムにおける処理とほぼ同様の処理が実行さ
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れる。以下に、図６を参照しつつ、第２の実施の形態の生態情報測定システムにおける処
理について説明を行なう。
【０１２９】
本実施の形態においては、常時あるいは尿糖測定時の尿糖計６の電源が投入されている間
、尿糖計６の通信用接続端子６６と情報端末７の通信用接続端子とを接続する。
【０１３０】
そこで、始めに、尿糖計６の通信用接続端子６６と情報端末７とを専用ケーブルで接続し
、糖尿計６の電源をＯＮする。糖尿計６における処理が開始すると、情報端末７において
、ステップＳ１２に示される測定タイミングの変更処理が実行される。
【０１３１】
図７にサブルーチンが示される測定タイミングの変更処理は、情報端末７の制御部７０１
によって、情報端末７がネットワーク３を介してサーバ４から受信受信した測定タイミン
グ変更の指示に基づいて、図７のステップＳ１０１～Ｓ１０５に示される処理が実行され
る。さらに、情報端末７の判断部７０４によって、記憶部７０３に記憶されている測定結
果等の情報や、糖尿計６から読込んだ情報等に基づいて、図７のステップＳ１０７に示さ
れる測定タイミング変更判断処理が実行される。したがって、測定タイミングの変更や変
更理由、医師等からのアドヴァイス等は、情報端末７の表示部７０２に表示される。
【０１３２】
情報端末７において、ステップＳ１２に示される測定タイミングの変更処理が終了すると
、ステップＳ１３で、尿糖計６の尿糖測定部６１において、患者の尿糖を測定し、測定結
果を、表示部６２に表示する。尿糖の測定方法は、従来の尿糖計を用いた尿糖の測定方法
と同様であるため、ここでの説明は省略する。
【０１３３】
測定中には、情報端末７と接続される専用ケーブルの接続を切断してもよいが、測定が終
了すると、専用ケーブルを接続し、尿糖計６の送信ボタン６４を押下する。送信ボタン６
４を押下することで、測定結果等は情報端末７に読込まれ、記憶部７０３に記憶される。
情報端末７への送信を完了すると、電源をＯＦＦし、尿糖計６における処理を終了する。
なお、尿糖計６には、情報端末７への測定結果等の送信中に電源ボタン（図示せず）を押
下しても電源がＯＦＦできない制御機構が具備されていることが望ましい。
【０１３４】
情報端末７に記憶された測定結果等の情報は、情報端末７よりネットワーク３を介してサ
ーバ４に送信される。
【０１３５】
また、ステップＳ１５において、測定スケジュールおよび測定動向が、情報端末７の表示
部７０２に表示される。
【０１３６】
サーバ４においては、第１の実施の形態における処理と同等に、患者毎のデータファイル
が作成され、格納される。
【０１３７】
また、第１の実施の形態における処理と同等に、ＰＣ５を用いて、医師等は、サーバ４に
格納される当該患者のデータファイルにアクセスし、図１２に示される測定タイミング変
更処理を行なうことができる。それらの情報は、ＰＣ５からサーバ４へ送信され、当該患
者のデータファイルに更新され格納される。
【０１３８】
以上が第２の実施の形態の生体情報測定システムにおける処理の流れである。第２の実施
の形態において、図７のステップＳ１０１～Ｓ１０７に示される処理が実行されると、尿
糖計６の表示部６２あるいは情報端末７の表示部７０２に、測定タイミングの表示画面が
表示される。図２１は、第２の実施の形態における測定タイミングの表示画面の具体例を
示す図である。
【０１３９】
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図２１に示される具体例においては、測定タイミングとして「食事前」と「食事後」とが
示される。そこで、第１の実施の形態における処理と同様に、今から行なおうとしている
測定のタイミングを、選定ボタン６５１を用いて選定し、設定ボタン６５２を用いて設定
する。
【０１４０】
さらに第１の実施の形態においては図７のステップＳ１０７に示される、第２の実施の形
態における測定タイミング変更判断処理について、以下にサブルーチンを挙げ、説明を行
なう。
【０１４１】
図２２は、第２の実施の形態における測定タイミング判断変更処理を示すフローチャート
である。図２２にフローチャートに示される処理は、情報端末７の制御部７０１が記憶部
７０３に記憶されるプログラムを実行することによって実現される。
【０１４２】
図２２を参照して、前回測定時の尿糖計６による尿糖の測定値が、「－０ｍｇ／ｄｌ」ま
たは「±５０ｍｇ／ｄｌ」である場合は（Ｓ５０１で「Ｙｅｓ」）、判断部７０４は、特
に問題ないと判断し、表示部７０２にその旨を示す表示画面１を表示する（Ｓ５０３）。
【０１４３】
前回測定時の尿糖計６による尿糖の測定値が、「－０ｍｇ／ｄｌ」または「±５０ｍｇ／
ｄｌ」でない場合は（Ｓ５０１で「Ｎｏ」）、判断部７０４は、少し尿糖が検出されたも
のと判断し、表示部７０２にその旨と、１日に６回の測定を指示する表示画面２を表示す
る（Ｓ５０５）。
【０１４４】
そして６回の測定が完了した後（Ｓ５０７で「Ｙｅｓ」）、１回でも尿糖の測定値が「＋
１００ｍｇ／ｄｌ」以上である場合は（Ｓ５０９で「Ｙｅｓ」）、判断部７０４は、糖尿
病の疑いを否定できないものと判断し、表示部７０２にその旨と、測定項目の変更、すな
わち血糖測定を促す表示画面３を表示する（Ｓ５１１）。
【０１４５】
以上で、第２の実施の形態における測定タイミング変更処理のプログラムは終了する。
【０１４６】
なお、上述の表示画面１～３の具体例を以下に挙げる。
図２３は、表示画面１の具体例を示す図である。図２３に示される表示画面１は、図２２
のステップＳ５０３において、尿糖の検出なしと判断された際に表示部７０２に表示され
る。患者は、図２３に示される「食事前」および「食事後」の表示を、今回の（今から行
なおうとする）測定タイミングに設定し、表示された適切な測定タイミングに尿糖の測定
を実行することができる。
【０１４７】
図２４は、表示画面２の具体例を示す図である。図２４に示される表示画面２は、図２２
のステップＳ５０５において、尿糖が少し検出されたと判断された際に表示部７０２に表
示される。図２４を参照して、患者は、図２４に示される「朝食前」、「朝食後」、「昼
食前」、「昼食後」、「夕食前」および「夕食後」の測定タイミングの表示より、今回の
測定タイミングを選定して設定し、適切な測定タイミングに尿糖の測定を実行することが
できる。
【０１４８】
図２５は、表示画面３の具体例を示す図である。図２５に示される表示画面３は、図２２
のステップＳ５１１において、尿糖が検出され、糖尿病の疑いがあるものと判断された際
に表示部７０２に表示される。患者は、図２５に示される表示画面３を確認することで、
適切なタイミングで、糖尿病に対する精度の高い血糖値測定に測定項目である測定すべき
生体情報を切換えて、適切な測定を行なうことができる。
【０１４９】
また、第１の実施の形態と同様に、医師等が、ＰＣ５を用いて、測定タイミングの変更処
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理を行なうことができる。例えば、図２２のステップＳ５０９において、患者の６回の尿
糖測定結果が全て「±５０ｍｇ／ｄｌ」であって、情報端末７の判断部７０４が「尿糖の
検出がほとんどなし」との判断を行ない表示部７０２に表示画面１に示される表示を行な
った場合であっても、サーバ４よりＰＣ５を用いて当該患者の情報を閲覧した医師等が、
当該患者の既往症等を鑑みて血糖測定をしておくべきと判断する場合もある。その場合は
、第１の実施の形態において図１２にフローチャートが示されるＰＣ５による測定タイミ
ングの変更処理を実行し、図１２のステップＳ４０５において「血糖を測定しておきまし
ょう。本日（あるいは後日）１日６回、食事前と食事後２時間程度で測定して下さい」と
医師等がＰＣ５を用いて入力することによって、情報端末７の表示部７０２に当該メッセ
ージが表示され、当該患者は適切な測定を実行することができる。
【０１５０】
このように、本実施の形態における生体情報測定システムにおいて、上述の処理が実行さ
れることで、第１の実施の形態における生態情報測定システムと同様の効果を得ることが
できる。
【０１５１】
［第３の実施の形態］
さらに第３の実施の形態においては、生体情報測定システムにおいて、患者の生体情報で
ある血糖情報を測定する。第３の実施の形態における生体情報測定システムは、第２の実
施の形態の生体情報測定システムに含まれる尿糖計６に替えて、生体情報である血糖情報
を測定する生体情報測定器としての血糖計８を含む。その他の生体情報測定システムの構
成要素は、図１７に示される第２の実施の形態における生体情報測定システムの構成と同
様であるため、ここでの詳細な説明は繰返さない。
【０１５２】
図２６は、血糖計８の外観の具体例を示す図である。
図２６を参照して、本実施の形態における血糖計８は、本体上部に採血を行なう指を載せ
るための指載置部８２と指載置部カバー８３とを備え、指載置部８２に血糖測定部８１を
備える。測定時には、指載置部カバー８３を上方へ押開け指載置部８２に指を載せ、指載
置部カバー８３を閉める。血糖測定部８１においては、指載置部８２に載せられた指を具
備する針で穿刺し、微量の血液を採血する。そして、試験紙法あるいは酵素電極法を用い
て、血液中の糖濃度を測定する。血糖の測定方法は、従来の測定方法と同様であるため、
ここでの詳細な説明は行なわない。
【０１５３】
また、血糖計８は、本体表面に、測定結果等を表示する表示部８４と、測定の開始を指示
する測定開始ボタン８５と、測定結果等の情報の送信を指示する送信ボタン８６と、測定
タイミングの選定を行なう選定ボタン８７１と設定を行なう設定ボタン８７２とからなる
測定タイミング設定ボタン８７とを具備する。また、本体側面には、通信用接続端子８８
が具備される。通信用接続端子８８は、情報端末７に接続し情報の送受信を行なうための
インタフェースである。
【０１５４】
さらに図２７は、血糖計８の構成を示す機能ブロック図である。
図２７を参照して、血糖計８は、ＣＰＵ等から構成され血糖計８全体の制御を行なう制御
部８０１と、患者の血液中に含まれる糖濃度を測定する血糖測定部８１と、測定結果等の
情報を表示する表示部８４と、血糖値や各種情報を音声で通知するためのマイク（図示せ
ず）等から構成される音声出力部８０２と、測定開始ボタン８５等のボタン等から構成さ
れる操作入力部８０３と、タイマ８０４と、情報端末７と接続する通信用Ｉ／Ｆ部８０５
と、血糖計８全体に電力の供給を行なう電源部８０６とを含む。
【０１５５】
上述の血糖値８を含む、本実施の形態の生体情報測定システムにおいて実行される処理は
、第１および第２の実施の形態と同様の処理であるため、ここでの詳細な説明は繰返さな
い。
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【０１５６】
次に、第１の実施の形態においては図７のＳ１０７に示される、第３の実施の形態におけ
る測定タイミング判断変更処理について、以下にサブルーチンを挙げ、説明を行なう。
【０１５７】
図２８は、第３の実施の形態における測定タイミング判断変更処理を示すフローチャート
である。図２８にフローチャートに示される処理は、血糖計８に接続される情報端末７の
制御部７０１が、記憶部７０３に記憶されるプログラムを実行することによって実現され
る。
【０１５８】
図２８を参照して、前回測定時の血糖計８による血糖の、食事前の測定値が「１２６ｍｇ
／ｄｌ」未満であり、かつ、食事後の測定値が「２００ｍｇ／ｄｌ」未満である場合は（
Ｓ６０１で「Ｎｏ」）、判断部７０４は、特に問題ないと判断し、表示部７０２にその旨
を示す表示画面４を表示する（Ｓ６０３）。
【０１５９】
一方、食事前の測定値が「１２６ｍｇ／ｄｌ」以上、または、食事後の測定値が「２００
ｍｇ／ｄｌ」以上である場合は（Ｓ６０１で「Ｙｅｓ」）、判断部７０４は、さらなる測
定が必要であると判断し、表示部７０２にその旨と、１日に６回の測定を指示する表示画
面５を表示する（Ｓ６０５）。
【０１６０】
そして６回の測定が完了した後（Ｓ６０７で「Ｙｅｓ」）、第１の条件として、全ての食
事前の測定値が「１１０ｍｇ／ｄｌ」未満、かつ、全ての食事後の測定値が「１４０ｍｇ
／ｄｌ」未満を満たす場合は（Ｓ６０９で「Ｙｅｓ」）、判断部７０４は、特に問題ない
と判断し、表示部７０２に上述の表示画面４を表示する（Ｓ６０３）。
【０１６１】
次に、第２の条件として、１回でも食事前の測定値が「１２６ｍｇ／ｄｌ」以上、または
、１回でも食事後の測定値が「２００ｍｇ／ｄｌ」以上を満たす場合は（Ｓ６０９で「Ｎ
ｏ」かつＳ６１１で「Ｙｅｓ」）、判断部７０４は、糖尿病の疑いを否定できないものと
判断し、表示部７０２にその旨と、通院促す表示画面６を表示する（Ｓ６１３）。
【０１６２】
上述の第１および第２の条件ともに満たさない場合は（Ｓ６０９で「Ｎｏ」かつＳ６１１
で「Ｎｏ」）、判断部７０４は、いわゆる境界型であり、しばらく血糖の測定を継続する
必要があると判断し、引続いての血糖測定を促す表示画面７を表示する（Ｓ６１５）。
【０１６３】
以上で、第３の実施の形態における測定タイミング変更処理のプログラムは終了する。
【０１６４】
なお、上述の表示画面４～７の具体例を以下に挙げる。
図２９は、表示画面４の具体例を示す図である。図２９に示される表示画面４は、図２８
のステップＳ６０３において、血糖の検出なしと判断された際に表示部７０２に表示され
る。図２９を参照して、血糖の検出がほとんどなく特に問題なしと判断された場合、患者
は、血糖測定を行なう必要はなく、血糖測定よりも、糖尿病に対する精度の低く、患者自
身に対する採血の痛みの負担を伴なわない尿糖の測定を行なうことになる。
【０１６５】
図３０は、表示画面５の具体例を示す図である。図３０に示される表示画面５は、図２８
のステップＳ６０５において、さらに血糖の測定が必要と判断された際に表示部７０２に
表示される。図３０を参照して、患者は、図３０に示される「朝食前」、「朝食後」、「
昼食前」、「昼食後」、「夕食前」および「夕食後」の１日６回の測定タイミングの表示
より、今回の測定タイミングを選定して設定し、適切な測定タイミングに血糖の測定を実
行することができる。
【０１６６】
図３１は、表示画面６の具体例を示す図である。図３１に示される表示画面６は、図２８
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のステップＳ６１３において、糖尿病の疑いがあるものと判断された際に表示部７０２に
表示される。患者は、図２８に示される表示画面６を確認することで、医療機関において
、適切な処置を受けることができる。
【０１６７】
図３２は、表示画面７の具体例を示す図である。図３２に示される表示画面７は、図２８
のステップＳ６１５において、引続いて血糖の測定動向の経過を観察する必要があるもの
と判断された際に表示部７０２に表示される。図３２を参照して、この場合、患者は、１
日に１回、食事前あるいは食事後を設定した測定タイミングにおいて血糖の測定を行なう
ことになる。
【０１６８】
上述の処理によって所定の測定タイミングで血糖を測定した後、血糖計８に接続される情
報端末７の表示部７０２には、測定結果と、測定動向と、測定スケジュールとが表示され
る。
【０１６９】
図３３は、血糖の測定結果と、測定動向と、測定スケジュールとを表示する表示画面の具
体例を示す図である。
【０１７０】
図３３を参照して、表示画面には、記憶部７０３に記憶されている測定結果から、血糖測
定値の変動の状況がグラフ化して表示される。その他に、１日毎の測定地の平均値、各測
定タイミング毎の平均値等、あらかじめ設定することで、適宜切換えて表示されてもよい
。また、記憶部７０３に記憶されている測定結果に基づいて、今回までの測定時刻の記録
と、次回測定のタイミングとが表示される。また、このような次回測定タイミングは、血
糖計８の音声出力部８０２より音声で通知されてもよい。このように、図３３に具体例が
示される測定スケジュールの表示画面によって、血糖の測定を行なう患者は、所定のタイ
ミングで測定を行なうことができる。また、今回までに行なった測定の結果の動向を、視
覚的に把握することができる。
【０１７１】
このように、本実施の形態における生体情報測定システムにおいて、上述の処理が実行さ
れることで、第１および第２の実施の形態における生態情報測定システムと同様の効果を
得ることができる。
【０１７２】
なお、上述の第１～第３の実施の形態においては、生体情報測定システムにおいて、生体
情報として血圧情報、尿糖情報および血糖情報を測定する場合について説明を行なったが
、生体情報として、体温情報、体脂肪情報、尿成分情報、および心電図波形情報であって
もよい。これらの生体情報を上述の生体情報測定システムにおいて測定する場合、生体情
報測定システムに、生体情報測定器として、各々、体温計、体脂肪計、尿成分チェッカー
、および心電計を含み、上述の第１～第３の実施の形態における処理と同様の処理を実行
することで、同様の効果を得ることができる。また、生体情報は、上述の生体情報に限定
されず、その他の生体情報であっても構わない。
【０１７３】
なお、以上に記載した判断のための測定しきい値、測定タイミングの選定および変更、測
定項目の変更等の判断は、医療機関や医師等によって異なるものであり、言うまでもなく
上述に限定されるものではない。
【０１７４】
さらに、上述の生体情報測定システムにおける生体情報測定方法、測定タイミング変更方
法および測定タイミング変更判断方法を、プログラムとして提供することもできる。この
ようなプログラムは、コンピュータ読取り可能なプログラムである。
【０１７５】
プログラムは、コンピュータに付属するフレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＲＯＭ、
ＲＡＭおよびメモリカードなどの記録媒体にて記録させて、プログラム製品として提供す
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ることもできる。あるいは、コンピュータに内蔵するハードディスクなどの記録媒体にて
記録させて、プログラムを提供することもできる。また、ネットワークを介したダウンロ
ードによって、プログラムを提供することもできる。
【０１７６】
提供されるプログラム製品は、ハードディスクなどのプログラム格納部にインストールさ
れて実行される。
【０１７７】
なお、プログラム製品は、プログラム自体と、プログラムが記録された記録媒体とを含む
。
【０１７８】
今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、
特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される
。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態における生体情報測定システムの構成の具体例を示す図である
。
【図２】血圧計１の外観の具体例を示す図である。
【図３】血圧計１の構成を示す機能ブロック図である。
【図４】図１に示されるサーバ４の構成を示す機能ブロック図である。
【図５】図１に示されるＰＣ５の構成を示す機能ブロック図である。
【図６】生体情報測定システムにおける処理の流れを示す概要図である。
【図７】血圧計１における測定タイミング変更処理を示すフローチャートである。
【図８】測定タイミングの表示画面の具体例を示す図である。
【図９】第１の測定タイミングの変更判断処理の具体例を示すフローチャートである。
【図１０】測定タイミングの変更の理由を示す表示画面の具体例である。
【図１１】第２の測定タイミングの変更判断処理の具体例を示すフローチャートである。
【図１２】ＰＣ５による測定タイミングの変更処理について示すフローチャートである。
【図１３】医師等による測定タイミングの変更およびアドヴァイスを表示する表示画面の
具体例を示す図である。
【図１４】測定スケジュールの表示画面の第１の具体例を示す図である。
【図１５】測定スケジュールの表示画面の第２の具体例を示す図である。
【図１６】血圧測定結果の動向を示す表示画面の具体例を示す図である。
【図１７】第２の実施の形態における生体情報測定システムの構成の具体例を示す図であ
る。
【図１８】尿糖計６の外観の具体例を示す図である。
【図１９】尿糖計６の構成を示す機能ブロック図である。
【図２０】図１７に示される情報端末７の構成を示す機能ブロック図である。
【図２１】第２の実施の形態における測定タイミングの表示画面の具体例を示す図である
。
【図２２】第２の実施の形態における測定タイミング判断変更処理を示すフローチャート
である。
【図２３】表示画面１の具体例を示す図である。
【図２４】表示画面２の具体例を示す図である。
【図２５】表示画面３の具体例を示す図である。
【図２６】血糖計８の外観の具体例を示す図である。
【図２７】血糖計８の構成を示す機能ブロック図である。
【図２８】第３の実施の形態における測定タイミング判断変更処理を示すフローチャート
である。
【図２９】表示画面４の具体例を示す図である。
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【図３０】表示画面５の具体例を示す図である。
【図３１】表示画面６の具体例を示す図である。
【図３２】表示画面７の具体例を示す図である。
【図３３】血糖の測定結果と、測定動向と、測定スケジュールとを表示する表示画面の具
体例を示す図である。
【符号の説明】
１　血圧計、２　通信機、３　ネットワーク、４　サーバ、５　ＰＣ、６　尿糖計、７　
情報端末、８　血糖計、１１　腕帯部、１２　血圧計の表示画面、１３　血圧計の電源ボ
タン、１４　血圧計の送信ボタン、１５　加圧ボタン、１６血圧計の測定タイミング設定
ボタン、１７　血圧計の通信用接続端子、６１　尿糖測定部、６２　尿糖計の表示部、６
３　尿糖計の測定開始ボタン、６４　尿糖計の送信ボタン、６５　尿糖計の測定タイミン
グ設定ボタン、６６　尿糖計の通信用接続端子、８１　血糖測定部、８２　指載置部、８
３　指載置部カバー、８４　血糖計の表示部、８５　血糖計の測定開始ボタン、８６　血
糖計の送信ボタン、８７　血糖計の測定タイミング設定ボタン、８８　血糖計の通信用接
続端子、１０１　血圧計の制御部、１０２　駆動部／演算部、１０３　血圧計の表示部、
１０４　血圧計の音声出力部、１０５　血圧計の操作入力部、１０６　血圧計の記憶部、
１０７　血圧計の判断部、１０８　血圧計のタイマ、１０９　血圧計の通信用Ｉ／Ｆ部、
１１０　血圧計の電源部、１２１　測定結果表示画面、１２２　報知表示画面、１６１　
血圧計の選定ボタン、１６２　血圧計の設定ボタン、４０１　サーバの制御部、４０２　
サーバの通信用Ｉ／Ｆ部、４０３　サーバの記憶部、５０１　ＰＣの制御部、５０２　Ｐ
Ｃの通信用Ｉ／Ｆ部、５０３　入力部、５０４　ＰＣの記憶部、５０５　ＰＣの表示部、
６０１　尿糖計の制御部、６０２　尿糖計の音声出力部、６０３　尿糖計の操作入力部、
６０４　尿糖計のタイマ、６０５　尿糖計の通信用Ｉ／Ｆ部、６０６　尿糖計の電源部、
６５１　尿糖計の選定ボタン、６５２　尿糖計の設定ボタン、７０１　情報端末の制御部
、７０２　情報端末の表示部、７０３　情報端末の記憶部、７０４　情報端末の判断部、
７０５　情報端末の入力部、７０６　情報端末の通信用Ｉ／Ｆ部、７０７　情報端末の電
源部、８０１　血糖計の制御部、８０２　血糖計の音声出力部、８０３　血糖計の操作入
力部、８０４　血糖計のタイマ、８０５　血糖計の通信用Ｉ／Ｆ部、８０６　血糖計の電
源部、８７１　血糖計の選定ボタン、８７２　血糖計の選定ボタン。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】
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【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】
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